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2026 年 4月 15 日 

各  位 

会  社  名 ユ ー ソ ナ ー 株 式 会 社 

代 表 者 名 代表取締役社長CEO 長 竹 克 仁 

      （コード番号：431A 東証グロース市場） 

問い合わせ先 取締役CFO兼管理本部長 北澤 光剛 

TEL. 03-5388-5300 

 

従業員持株会に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ 

 

当社は、当社の従業員に対し、当社の従業員持株会であるユーソナー従業員持株会（以下

「本持株会」といいます。）を通じて譲渡制限付株式を付与する制度（以下「本制度」とい

います。）を導入しておりますが、本日開催の取締役会において、以下のとおり、本持株会

を割当予定先として、譲渡制限付株式としての自己株式の処分（以下「本自己株式処分」又

は「処分」といいます。）を行うことについて決議しましたので、お知らせします。 

 

１．処分の概要 

（1）払込期日 2026年6月24日 

（2）処分する株式の種類及び株式

数 

当社普通株式 15,000株（注1） 

（3）処分価額 1 株につき 1,950 円 

（4）処分価額の総額 29,250,000円（注2） 

（5）処分方法 第三者割当の方法による 

（6）割当予定先 ユーソナー従業員持株会 15,000株 

（注１）本持株会は、2026年4月15日開催予定の持株会理事会の決議を経て、十分な周知期

間を設けて当社の従業員に対する入会プロモ－ションを実施し、本持株会への入会希

望者を募ります。そのため、上記（2）「処分する株式の種類及び株式数」は現時点で

の処分する見込株式数であり、実際に処分する株式数は、入会プロモーションや加入者

への本制度に対する同意確認終了後の対象従業員（以下に定義します。）の数に応じて

確定する見込みです。 

（注２）本日現在の見込金額であり、上記（2）の「処分する株式の種類及び株式数」に上

記（3）の「処分価額」を乗じた額となります。 
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２．処分の目的及び理由 

当社は、当社従業員に対し、福利厚生の増進を図るとともに、従業員のエンゲージメン

ト向上を通じて、優秀かつ多様な人材の確保を実現し、当社の従業員の財産形成の一助と

するため、本制度を導入しており、今般、本制度に基づき、本自己株式処分を行うことを

決議いたしました。なお、譲渡制限付株式は、当社の従業員である本持株会の会員のうち、

本持株会に割り当てられた株式に係る持分を取得することに同意した者（以下「対象従業

員」といいます。）に対してのみ付与されます。 

本制度の概要については、以下のとおりです。 

 

＜本制度の概要＞ 

本制度においては、対象従業員に対し、譲渡制限付株式付与のための金銭債権（以下「本

金銭債権」といいます。）が支給され、対象従業員は本金銭債権を本持株会に対して拠出

することとなります。そして、本持株会は、対象従業員から拠出された本金銭債権を当社

に対して現物出資することにより、譲渡制限付株式としての当社普通株式の発行又は処

分を受けることとなります。 

本制度により、当社普通株式を新たに発行又は処分する場合において、当該普通株式の

1株当たりの払込金額は、その発行又は処分に係る各取締役会決議の日の前営業日におけ

る東京証券取引所における当社の普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、

それに先立つ直近取引日の終値）を基礎として、本持株会（ひいては対象従業員）にとっ

て特に有利な金額にならない範囲において取締役会にて決定します。 

当社及び本持株会は、本制度による当社普通株式の発行又は処分に当たっては、①一定

期間、割当てを受けた株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分を禁止する

こと（以下「譲渡制限」といいます。）、②一定の事由が生じた場合には割当てを受けた

株式を当社が無償取得することなどをその内容に含む、譲渡制限付株式割当契約を締結

します。また、対象従業員に対する本金銭債権の支給は、当社と本持株会との間において、

当該譲渡制限付株式割当契約が締結されることを条件として行われることとなります。 

また、対象従業員は、本持株会に係る持株会規約（以下「本持株会規約」といいます。）

に基づき、本持株会が発行又は処分を受けて取得した譲渡制限付株式に係る自らの会員

持分（以下「譲渡制限付株式持分」といいます。）については、当該譲渡制限付株式に係

る譲渡制限が解除されるまでの間、当該譲渡制限付株式持分に対応した譲渡制限付株式

を引き出すことが制限されることとなります。 

 

＜本自己株式処分の概要＞ 

当社は、対象従業員に対し、金銭債権合計29,250,000円を付与し、本持株会に対し、当

該対象従業員より当該金銭債権の拠出を受けた本持株会が当該金銭債権を現物出資財産

として当社に給付することと引換えに、当社の普通株式合計15,000株（以下「本割当株式」
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といいます。）を付与することを決議いたしました。 

本自己株式処分は、当社が対象従業員に金銭債権を付与し、当該金銭債権の拠出をもっ

て本持株会に自己株式を処分するもので第三者割当の方法によるものです。処分株式数

につきましては、15,000株を本持株会へ処分する予定です。 

なお、本自己株式処分による希薄化の規模は、2025年12月31日現在の発行済株式総数

8,687,000株に対する割合は0.17％、2025年12月31日現在の総議決権個数82,136個に対す

る割合は0.18％（いずれも小数点以下第3位を四捨五入しています。）となります。 

 

＜譲渡制限付株式割当契約の概要＞ 

当社と本持株会は譲渡制限付株式割当契約を締結いたしますが、その概要は以下のと

おりです。 

 

（１）譲渡制限期間 

本持株会は、2026年6月24日（払込期日）から2029年6月30日までの間（以下「譲渡

制限期間」という。）、本割当株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をする

ことはできない。 

（２）譲渡制限の解除条件 

対象従業員が、譲渡制限期間の間、継続して、本持株会の会員であることを条件と

して、対象従業員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式について、譲

渡制限期間満了日に、譲渡制限を解除する。ただし、対象従業員が本譲渡制限期間中

に本持株会規約に従って、本持株会に対する拠出を休止した場合には、36から当該拠

出を休止していた月数を除いた月数を36で除した数（ただし、計算の結果、1を超え

る場合には1とみなす。）に、本持株会が保有する本株式の数を乗じた数（ただし、

計算の結果、1株未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てる。）の本株式につ

き、譲渡制限を解除する。この場合、当社は、本持株会に対して、対象従業員が、譲

渡制限期間中に、定年（ただし、定年退職後再雇用された場合は、当該再雇用期間の

満了。以下定年について同じ。）、契約期間満了、死亡、取締役昇格その他当社の取

締役会が正当と認める事由により、本持株会規約に従って、本持株会を退会した場合

には、当社は、本持株会が対象従業員の退会申請を受け付けた日（会員資格の喪失又

は死亡による退会の場合は、当該対象従業員が本持株会を退会することに伴う精算

が行われる日の属する月の第一営業日（以下「精算解除日」という。）をもって、払

込期日を含む月から精算解除日を含む月までの月数を36で除した数（ただし、1を超

える場合には1とみなす。）に、精算解除日において当該対象従業員が保有する譲渡制

限付株式持分に応じた数の本割当株式の数を乗じた数（ただし、計算の結果、1株未

満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。）の本割当株式につき、譲

渡制限を解除する。 
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譲渡制限を解除する場合、当社は、本持株会に対して、譲渡制限の解除を行う旨及

び本譲渡制限の解除を行う本割当株式の数を本持株会に通知するものとし、本持株

会は、本持株会規約等の定めに従い、対象従業員の保有する譲渡制限付株式持分のう

ち譲渡制限が解除された本割当株式に応じた部分について、本制度に基づかずに本

持株会が取得した株式に関して対象従業員が保有する会員持分（以下「通常持分」と

いう。）に振り替えるものとする。 

（３）当社による無償取得 

当社は、譲渡制限期間が満了した時点その他譲渡制限付株式割当契約に定める所

定の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式全部について、当該時点

の直後の時点をもって、当然に無償で取得する。 

（４）株式の管理 

本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることがで

きないよう、譲渡制限期間中は、本持株会が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付

株式の専用口座において管理される。また、本持株会は、本持株会規約等の定めに従

い、本割当株式に関して対象従業員が保有することとなる譲渡制限付株式持分と本

制度に基づかずに本持株会が取得した株式に関して対象従業員が有する通常持分と

分別して登録し、管理する。 

（５）組織再編等における取扱い 

譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式

交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会（た

だし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合において

は、当社の取締役会）で承認された場合には、取締役会の決議により、当該組織再編

等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、本割当株式の全部について、本譲渡制

限を解除する。 

 

３．払込金額の算定根拠及びその具体的内容 

本自己株式処分は、本制度に基づき譲渡制限付株式付与のために対象従業員に支給さ

れた本金銭債権を出資財産として、対象従業員が本持株会に拠出して行われるものであ

り、その払込価額は、恣意性を排除した価格とするため、2026年4月14日（取締役会決議

日の前営業日）の東京証券取引所における当社の普通株式の終値である1,950円としてお

ります。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、直近の株価に依拠できないこと

を示す特段の事情のない状況においては、当社の企業価値を適切に反映した合理的なも

のであって、本持株会にとって特に有利な価額には該当しないと考えております。 

なお、この価格の東証グロース市場における当社株式の終値平均からの乖離率（小数点

以下第3位を四捨五入）は次のとおりとなります。 
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期間 
終値平均 

（円未満切捨て） 
乖離率 

1ヶ月（2026年3月15日～2026年4月14日） 1,818円 7.26% 

3ヶ月（2026年1月15日～2026年4月14日） 1,912円 1.99% 

6ヶ月（2025年10月17日～2026年4月14日）（注） 2,359円 -17.34% 

（注）当社の上場日が2025年10月17日であることから、6ヶ月に満たない期間となっており

ます。 

 

当社の監査等委員会（社外取締役3名を含む4名で構成）は、上記処分価額について、本

自己株式処分は本持株会を通じた株式の付与を目的としていること、及び、上記処分価額

が取締役会決議日の前営業日の終値であることに鑑み、割当先に特に有利な価額に該当

しないと当社が判断した過程は合理的であり、かかる判断については適法である旨の意

見を表明しています。 

 

４．企業行動規範上の手続に関する事項 

本自己株式処分は、①希薄化率が25％未満であること、②支配株主の異動を伴うもので

はないことから、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第432条に定める独立した第

三者からの意見入手及び株主の意思確認手続は要しません。 

 

以上 


